
報  道  資  料           「災害支援データバンク」事業の実施について    奈良県では昨年度から、特定非営利活動法人奈良ＮＰＯセンターとの協働事業として、「災害支援データバンク」事業を実施しております。 
  本年度も引き続き実施いたしますのでお知らせします。  なお、平成２５年１月中に各種業界団体あて県及び奈良ＮＰＯセンターからの協力依頼文書を送付する予定です。   １．目  的 
   災害時に被災者に対する支援物資やサービスを、原則として無償でご提供いただける団体、企業をあらかじめ募ってデータバンクに登録させていただき、災害発生時にこのデータバンクを活用し、県から登録団体等に協力を要請することにより、迅速に被災者支援を行う。    ２．実施概要  （１）  奈良県及び特定非営利活動法人奈良ＮＰＯセンターから、県内の各種業界団体等に災害時における物資やサービスの提供についての協力依頼を送付する。  （２） 協力いただける旨の回答があった団体等について、災害支援データバンクに登録する。  （３） 災害発生時には必要に応じて、県から登録団体等にご協力をお願いする。 
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災害支援データバンク登録制度について 

（実施要項） 

 （目的）  この災害支援データバンク登録制度は、大規模災害が起きた際に、被災者への迅速かつ的確な支援が行なえるよう、奈良県防災統括室と NPO 法人奈良 NPO センターが実施するものです。 災害時に必要となる支援物品及びサービス（輸送、宿泊・飲食サービス、生活サービス、技術サービス、医療福祉、リース・レンタル等）を、原則として無償でご提供いただける団体、企業をあらかじめ募ってデータバンクに登録させていただき、災害発生時にこのデータバンクを活用して登録団体等に協力を要請することにより、迅速・有効に被災者支援を行うことを目的としています。  （実施概要） 災害支援データバンク登録及び活用は、以下の手順で実施します。 １．災害時における物的・サービス支援を迅速に実施するために、県内の事業者団体（組合等）に協力を呼び かけ、団体としての登録依頼を行う。 ２．事業者団体において、構成員等が取り扱う物品・サービス業務の中から、支援に役立ち、原則として無償で提供が可能と思われる範囲の品目・サービスについて回答する。 ３．団体からの回答内容を、奈良ＮＰＯセンターでデータバンクに登録する。  ４．登録情報について、奈良 NPO センターで２年に一度、全体の確認業務を行い災害発生時の対応に齟齬がないよう更新を行う。（登録団体からの内容変更等の通知は随時受け付け、更新する。） ５．災害発生時には、被災者・被災地のニーズに基づく要請とデータバンクの登録情報を突き合わせ、県から登録団体へ支援協力の依頼を行う。 ６．依頼を受けた登録団体は、県と連絡調整の上、可能な範囲で支援を実施する。           （登録手続き等について）      
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    （登録手続き等） 災害支援データバンクは、原則として、団体単位での登録となります。  １．災害支援データバンクへの協力の意思を有する団体は、所定の調査票に記入し、奈良ＮＰＯセンターに提出します。 ２．奈良ＮＰＯセンターにおいて、データバンクへの登録作業を行ないます。  ３．登録完了後、登録完了証を奈良ＮＰＯセンターから団体に送付します。  ４．登録内容の変更及び登録の解除は、所定の変更及び解除通知用紙に記入して随時奈良ＮＰＯセンターに提出して頂きます。  ５．登録内容及び個人情報については、厳重に管理し、以下の目的以外には使用しません。    （１）奈良県が行う被災者支援活動    （２）その他、県が災害支援に必要と判断した場合  ６．登録解除をした登録者の情報は、第三者に流用されないように厳重に確認の上、即時消去します。   （庶務）   災害支援データバンクの登録及び管理の事務は、奈良ＮＰＯセンターにおいて実施します。    （その他）   この要項に定めているものの他、災害支援データバンク登録制度に関して必要な事項は、別に定め ます。  附則  この要項は、平成 24 年 2月 27 日から施行します。               



（参考）

奈良ＮＰＯセンターについて

名称 特定非営利法人　奈良ＮＰＯセンター

主たる事務所 奈良市角振新屋町　８番地

法人成立年月日 平成１４年４月１日

代表者 理事長　仲川 順子

主な事業内容

・ＮＰＯ等の設立・運営・活動に関する助言や支援。

・ＮＰＯ間や市民・行政・企業・教育機関などとのネット

ワークづくり。

・協働型社会づくりのためのコーディネーターなど中間

支援業務。
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